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福島復興局の体制図（令和３年12月１日現在）

浪江支所

【６名】

〇企画班
・被災者支援 ・医療、福祉 ・産業振興 ・雇用促進 ・教育、文化
・インフラ ・農林水産 等

総
括

〇総括班
・人事 ・庶務、会計 ・局内事務調整 ・視察、式典等対応 ・要望対応
・情報収集、広報 ・照会対応 ・市町村応援職員業務 等

〇移住・定住班
・移住及び定住の支援

〇特区・交付金班
・復興特区 ・復興交付金 ・企業連携 ・税制 等

〇帰還・再生班
・帰還・再生加速事業 ・生活環境整備事業

富岡支所

【６名】

福島復興局
【66名】

市町村応援職員
【21名】

帰還・移住等
環境整備センター

【１名】

横
断
的
復
興
制
度

個
別
自
治
体

復
興
支
援

〇地域班
・原子力被災自治体に対する支援
・上記以外の福島県内自治体に対する支援

※期間業務職員を含む合計１００名
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１．平成２３年４月 警戒区域等の設定
２．平成２５年８月 避難指示区域の見直し完了

避難指示解除の状況等

○避難指示区域からの避難対象者：約２．２万人

※市町村から聞き取った情報（令和３年３月31日時点の住民登録数）を基に原子力被災者生活支援チームが集計

※１：帰還困難区域を除く
避難指示区域の解除

※２：特定復興再生拠点区域の
一部解除

避難指示解除準備区域：
年間積算線量20ミリシーベルト以下となることが確実であることが確認された地域

居住制限区域：
年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の被ばく線量を低減する観点

から引き続き避難の継続を求める地域

帰還困難区域：
事故後６年間を経過してもなお、年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある、

年間積算線量が50ミリシーベルト超の地域

〇平成31年４月10日、福島第一原発立地自治体として初めて大熊町の一部を解除。
双葉町についても、令和２年３月４日に避難指示解除準備区域等を解除。

〇これにより、帰還困難区域を除く全ての居住制限区域・避難指示解除準備区域を解除。

３．避難指示区域の解除等
（１）平成26年４月１日 田村市
（２）平成26年10月１日 川内村（一部地域）
（２）平成27年９月５日 楢葉町
（３）平成28年６月12日 葛尾村※１

（４）平成28年６月14日 川内村
（５）平成28年７月12日 南相馬市※１

（６）平成29年３月31日 飯舘村※１、川俣町、浪江町※１

（７）平成29年４月１日 富岡町※１

（８）平成31年４月10日 大熊町※１

（９）令和２年３月４日 双葉町※１、※２

（10）令和２年３月５日 大熊町※２

（11）令和２年３月10日 富岡町※２

避難指示区域の概念図（令和２年３月10日時点）
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旧避難指示区域
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帰還困難区域における特定復興再生拠点の整備

＜双葉町（H29.9.15認定）＞

＜大熊町（H29.11.10認定）＞ ＜富岡町（H30.3.9認定）＞ ＜葛尾村（H30.5.11認定）＞

・区域面積：約95ha ・居住人口目標：約80人
・避難指示解除の目標：令和4年春頃

＜浪江町（H29.12.22認定）＞

・区域面積：約661ha ・居住人口目標：約1,500人
・避難指示解除の目標：令和５年３月
（ただし、早期に整備が完了した区域から
先行する。）

＜飯舘村（H30.4.20認定）＞

・区域面積：約186ha ・居住人口目標：約180人
・避難指示解除の目標：令和5年春頃
（ただし、早期に整備が完了した区域から
先行する。）

・区域面積：約555ha ・居住人口目標：約2,000人
・避難指示解除の目標：令和４年春頃
（令和２年３月、ＪＲ常磐線双葉駅周辺の
一部区域を解除）

・区域面積：約860ha ・居住人口目標：約2,600人
・避難指示解除の目標：令和４年春頃
（令和２年３月、ＪＲ常磐線大野駅周辺等の
一部区域を解除）

・区域面積：約390ha ・居住人口目標：約1,600人
・避難指示解除の目標：令和５年春頃
（令和２年３月、ＪＲ常磐線夜ノ森駅周辺の
一部区域を解除）
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★ 避難区域等の荒廃抑制・保全対策

・除草
火災等の危険を低減し避難

区域を保全するために必要な
除草を実施。

・防犯パトロール、防犯カメラ
避難指示区域の見直しに伴

い自由に立ち入りできる区域
について、防犯・防火のため
のパトロール・カメラを措置。

★ 住民の一時帰宅支援

・一時帰宅バス等の運行
自家用車等の交通手段を持

たない方向けに、避難先と避
難元を結ぶバスやジャンボタ
クシーの運行を委託。

など

★ 生活関連サービスの代替、補完

・村内医療体制の拡充
医療環境に対する住民の不安を

払しょくするため、村の診療所へ
の専門医師の定期的な派遣を委託。

★ 地域のコミュニティの維持

・市外避難者への情報提供
市外避難者と自治体とのつながりを維持しても

らうため、復興情報・生活情報
・防災情報等を自治体チャンネ
ルとして放送・配信。

・避難者の交流事業
双葉地域８町村のシンボルイベントであった

「ふたばワールド」を復活させ、全国に分散避
難している地域住民同士の交流を創出することに
より、双葉地方の人と人、
人と地域を再び繋ぎ、復興
に向けた意識の醸成を図る。

など

③直ちに帰還できない
区域等の荒廃抑制等

②避難解除区域への
帰還加速のための取組

★ 公共施設・公益的施設の機能回復

・公共施設の点検
避難指示に伴い、長期間放置

された下水道管路について、下
水道の復旧に向けて、管路の点
検を実施。

・公共施設の清掃
児童福祉施設の再開に向け

て、施設内の内部清掃を実施。

・公共施設の修繕
避難に伴い、長期間放置さ

れた集会施設内の修繕を実施。

など

○ 福島復興再生特措法等に基づき住民の生活環境の改善に資するため、避難指示に起因して機能低下した公共施
設・公益的施設について、市町村等からの要請に基づき国の費用負担により機能回復を実施

○ 原子力災害からの復興・再生を加速するため、福島県の被災１２市町村における避難解除区域の住民の帰還を促進する
ための取組や、直ちに帰還できない区域等への将来の帰還に向けた荒廃抑制・保全対策を実施

※対象区域：田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

事業概要・目的

①生活環境の改善のための取組

主な事業例（国が全額支援）

福島生活環境整備・帰還再生加速事業 【令和３年度予算額 91億円】
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福島再生加速化交付金

（１）対象区域
避難指示を受けた１２市町村等（各事業に応じて対象地域を設定）

（２）福島再生加速化交付金の主な事業内容

○「復興基本方針」(抄)
福島の復興・再生には中長期的な対応が必要であり、

第２期復興・創生期間以降も引き続き国が前面に立って
取り組む。こうした状況に鑑み、当面10年間、復興のス
テージが進むにつれて生じる新たな課題や多様なニーズ
にきめ細かく対応しつつ、本格的な復興・再生に向けた
取組を行う。

○ 長期避難者への支援から帰還環境の整備など復興のス
テージが進むにつれて生じる新たな課題やニーズにきめ
細かく対応する施策を支援し、福島の復興・再生を加速
化する。

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

○ 長期避難者の生活拠点整備、子育て世帯の帰還・定住支
援、早期帰還のための生活環境向上や町内の生活拠点の
整備及び、新たな住民の移住・定住の促進等に資する施
策を一括して支援することにより、福島の復興・再生を
加速することが期待できる。

期待される効果

復
興
庁

県・12市町村等

交付金

各
府
省
庁

資金の流れ

【令和３年度予算額 721億円】
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○ 福島特措法を改正し、福島再生加速化交付金に移住・定住の促進等に資する施策を追加
⇒ ①12市町村自ら移住施策の創意工夫、②ふくしま12市町村移住支援センター（本年7月設
置）を通じた広域的な取組への対応、③福島移住促進実行会議（本年7月設置）による改善活動
を通じ、12市町村が広域的に連携する仕組みを進めるとともに、④移住関心層への直接の後押し
として、個人支援金を給付

③学習・改善と連携

①各自治体の取組

②広域的な取組

１２市町村への移住等に関心のある個人を直接後押しするため、移住支援金・起業支援金を給付

④個人支援金

＜構成機関＞
復興庁、福島県、12市町村、移住支援センター、経産省、
農水省、福島労働局、相双機構、イノベ機構

福島移住促進実行会議（合同チーム）

移住施策の関係者が協調・連携すると
ともに、成果を共有・蓄積し、互いに学
び合い、施策を改善していく仕組みを
構築

魅力的な地域づくりに向けた創意工夫に
よる各自治体の自主的な取組の推進
・情報発信や相談窓口の体制整備
・住まいの確保、コワーキングスペース整備

等

ふくしま12市町村移住支援センター
（富岡町内）
・マーケティングや情報発信等の共通課題
に対する広域的取組
・12市町村に対する伴走支援

R3.7.9
ふくしま12市町村移住支援センター開所式

R3.7.9
福島移住促進実行会議（合同チーム）設立会合

移住・定住の促進
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被災者支援総合交付金 【令和３年度予算額 125億円】※福島県以外も対象

○ 復興の進展に伴い、避難生活の長期化、災害公営住宅等移転

後のコミュニティ形成、被災者の心のケア、避難指示解除区域に

おける生活再建など、被災者をとりまく課題は多様化。

○ 被災者の生活再建のステージに応じた、切れ目ない支援の

実現を図る。令和３年度においても、被災者の「心の復興」や

コミュニティ形成支援などの取組について、被災者に寄り添って、

手厚く支援。

＜主な内容＞

① 災害公営住宅への移転等に伴うコミュニティ形成の活動を支援。

② 被災者の生きがいをつくるための「心の復興」事業を支援。

③ 県外避難者に対して、相談支援や避難元自治体の情報提供

などを実施。

④ 仮設住宅や災害公営住宅等で暮らす高齢者等に対する日常的

な見守り・相談支援を実施。

⑤ 被災者の心のケアを支えるため、個別相談支援や支援者支援

等を実施。

⑥ 子どもに対するケア、学習支援、交流活動支援等を実施。

Ⅰ．各地域の被災者支援の重要課題への対応支援

①被災者支援総合事業
・住宅・生活再建支援 ・コミュニティ形成支援
・「心の復興」 ・県外避難者支援
・高齢者等日常生活サポート ・被災者支援コーディネート

Ⅱ．被災者の日常的な見守り・相談支援

②被災者見守り・相談支援事業

Ⅲ．仮設住宅での総合相談・介護等のサポート拠点の運営

③仮設住宅サポート拠点運営事業

Ⅳ．被災地における健康支援

④被災地健康支援事業

Ⅴ．被災者の心のケア支援

⑤被災者の心のケア支援事業

Ⅵ．子どもに対する支援

⑥被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業

⑦福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業

⑧子供への学習支援によるコミュニティ復興支援事業

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

○被災者支援の基幹的事業について、被災自治体において横断的な事
業計画を策定し、 交付金による一体的支援を行うことにより、各地域の
実情に応じた効果的・効率的な被災者支援活動の展開が期待される。

資金の流れ 期待される効果

予算の移替え 交付金の交付

復興庁
県・

市町村 等各省庁

交付金の交付

予算の配分
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